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‭１　札幌市の概要‬

‭　本市は、石狩平野の南西部に位置し、東は石狩川から野幌原始林にかけての低地帯、西‬

‭は手稲山系、南は支笏洞爺国立公園に連なる一大山地、北は日本海に接する石狩砂丘地に‬

‭囲まれ、東西42.30km、南北45.40km、市域面積1,121.26㎢の広大な面積を有している。‬

‭(1)　人口・世帯数及び面積‬
‭（令和７年９月１日現在 人口・世帯数：推計人口）‬

‭　　　　項　目‬

‭　区‬
‭人　　　口‬ ‭世　帯　数‬ ‭面 　積（‬‭㎢）‬

‭中　　　　央‬ ‭255,455‬ ‭151,469‬ ‭46.42‬

‭北‬ ‭287,192‬ ‭144,439‬ ‭63.57‬

‭東‬ ‭263,869‬ ‭135,789‬ ‭56.97‬

‭白　　　石‬ ‭212,178‬ ‭114,157‬ ‭34.47‬

‭厚　　　別‬ ‭121,405‬ ‭58,931‬ ‭24.38‬

‭豊　　　平‬ ‭228,912‬ ‭126,489‬ ‭46.23‬

‭清　　　田‬ ‭107,956‬ ‭46,024‬ ‭59.87‬

‭南‬ ‭132,561‬ ‭63,338‬ ‭657.48‬

‭西‬ ‭217,916‬ ‭109,124‬ ‭75.10‬

‭手　　　稲‬ ‭139,917‬ ‭62,865‬ ‭56.77‬

‭計‬ ‭1,967,361‬ ‭1,012,625‬ ‭1,121.26‬

‭＊　都市計画区域　　　 　市街化区域　　　　25,034ha‬

‭　　　　　57,584ha‬

‭　　　　　　　　　　 　　　市街化調整区域　　32,550ha‬

‭農業振興地域　　15,627ha‬

‭農用地区域   　　937ha‬

‭（令和７年９月現在）‬
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‭(2)　農業の概要‬
‭①　総農家数　　　　　 　　　　　‬‭　　‬‭（令和２年２月１日現在：2020年農林業センサス）‬

‭　区分‬

‭区‬

‭　農家戸数（戸）‬

‭総数‬ ‭自給的農家‬ ‭販売農家‬

‭中　央‬ ‭10‬ ‭4‬ ‭6‬

‭北‬ ‭108‬ ‭44‬ ‭64‬

‭東‬ ‭116‬ ‭43‬ ‭73‬

‭白　石‬ ‭48‬ ‭28‬ ‭20‬

‭厚　別‬ ‭49‬ ‭30‬ ‭19‬

‭豊　平‬ ‭27‬ ‭17‬ ‭10‬

‭清　田‬ ‭46‬ ‭24‬ ‭22‬

‭南‬ ‭151‬ ‭60‬ ‭91‬

‭西‬ ‭33‬ ‭19‬ ‭14‬

‭手　稲‬ ‭39‬ ‭11‬ ‭28‬

‭計‬ ‭627‬ ‭280‬ ‭347‬

‭農家：経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯又は農産物販売金額が15万円以上あった世帯‬

‭自給的農家：経営耕地面積が30ａ未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家‬

‭販売農家：経営耕地面積が30ａ以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家‬

‭②　農業経営体総数　　　　　　　　　　‬‭（令和２年２月１日現在：2020年農林業センサス）‬

‭区分‬

‭　　　‬

‭区‬

‭農業経営体‬

‭総数‬
‭個　人‬

‭経営体‬

‭農事組合‬

‭法人‬

‭株式会社‬

‭有限会社‬ ‭合同会社‬
‭その他の‬

‭法人‬

‭中　央‬ ‭13‬ ‭7‬ ‭-‬ ‭5‬ ‭-‬ ‭1‬

‭北‬ ‭67‬ ‭62‬ ‭2‬ ‭3‬ ‭-‬ ‭-‬

‭東‬ ‭77‬ ‭69‬ ‭-‬ ‭5‬ ‭3‬ ‭-‬

‭白　石‬ ‭23‬ ‭20‬ ‭-‬ ‭2‬ ‭-‬ ‭1‬

‭厚　別‬ ‭22‬ ‭18‬ ‭-‬ ‭3‬ ‭-‬ ‭1‬

‭豊　平‬ ‭16‬ ‭11‬ ‭-‬ ‭5‬ ‭-‬ ‭-‬

‭清　田‬ ‭27‬ ‭21‬ ‭-‬ ‭6‬ ‭-‬ ‭-‬

‭南‬ ‭99‬ ‭92‬ ‭-‬ ‭6‬ ‭-‬ ‭1‬

‭西‬ ‭14‬ ‭14‬ ‭-‬ ‭-‬ ‭-‬ ‭-‬

‭手　稲‬ ‭30‬ ‭28‬ ‭-‬ ‭2‬ ‭-‬ ‭-‬

‭計‬ ‭388‬ ‭342‬ ‭2‬ ‭37‬ ‭3‬ ‭4‬

‭農業経営体：次のいずれかに該当する事業を行う者‬

‭（1）経営耕地面積が30ａ以上の規模の農業‬

‭（2）農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数等が一定の基準以上の農業‬

‭（3）農作業の受託の事業‬
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‭③　経営耕地面積　　　　　　　　　　 　‬‭（令和２年２月１日現在：2020年農林業センサス）‬

‭区分‬

‭　　　‬

‭区‬

‭農業経営体経営耕地面積（ha）‬

‭総数‬ ‭田‬ ‭畑‬ ‭樹園地‬ ‭1経営体平均‬

‭中　央‬ ‭111‬ ‭9‬ ‭95‬ ‭7‬ ‭8.5‬

‭北‬ ‭473‬ ‭52‬ ‭420‬ ‭1‬ ‭7.1‬

‭東‬ ‭420‬ ‭24‬ ‭396‬ ‭0‬ ‭5.5‬

‭白　石‬ ‭43‬ ‭4‬ ‭39‬ ‭-‬ ‭2.0‬

‭厚　別‬ ‭105‬ ‭0‬ ‭102‬ ‭3‬ ‭5.0‬

‭豊　平‬ ‭35‬ ‭-‬ ‭34‬ ‭1‬ ‭2.2‬

‭清　田‬ ‭34‬ ‭-‬ ‭32‬ ‭2‬ ‭1.3‬

‭南‬ ‭155‬ ‭13‬ ‭104‬ ‭38‬ ‭1.6‬

‭西‬ ‭33‬ ‭-‬ ‭31‬ ‭1‬ ‭2.3‬

‭手　稲‬ ‭71‬ ‭1‬ ‭68‬ ‭2‬ ‭2.4‬

‭計‬ ‭1,480‬ ‭103‬ ‭1,322‬ ‭55‬ ‭3.9‬

‭1経営体平均：経営耕地面積/経営耕地のある経営体数‬

‭④　家畜飼養者数・飼養頭数　　　　　　　　　　　　‬‭（令和７年２月現在：農政部調べ）‬

‭区　分‬

‭飼　養　者　数（戸）‬ ‭飼　養　頭　数（頭）‬

‭うち畜産農家‬ ‭うち畜産頭数‬

‭乳用牛‬ ‭13‬ ‭8‬ ‭810‬ ‭633‬

‭肉用牛‬ ‭4‬ ‭2‬ ‭54‬ ‭47‬

‭豚‬ ‭35‬ ‭2‬ ‭988‬ ‭883‬

‭採卵鶏‬ ‭20‬ ‭5‬ ‭4673‬ ‭4285‬

‭肉用鶏‬ ‭2‬ ‭1‬ ‭126‬ ‭125‬

‭馬‬ ‭19‬ ‭0‬ ‭220‬ ‭0‬
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２　農業委員会及び事務局の組織

(1)　農業委員会の変遷

(2)　委員定数

農業委員　11人

農地利用最適化推進委員　15人

(3)　令和７年度事務局体制（平成17年４月より兼務化）

　農地係長　（以下４人）

（昭和32年７月）

（昭和38年）

事務局次長

（昭和47年5月19日）

南区農業委員会

（昭和47年5月19日）

西区農業委員会

（昭和47年5月19日）

　振興係長　（以下４人）
　（振興担当係長）

　（農地担当係長）

事務局長
（農業委員会担当課長）

（昭和44年7月）

北区農業委員会

（昭和47年5月19日）

東区農業委員会

白石区農業委員会

（昭和47年5月19日）

（経済観光局農政部長）

札幌村農業委員会

（昭和47年5月19日）

篠路村農業委員会

札幌市農業委員会

手稲町農業委員会

（昭和26年７月20日）

（昭和26年７月20日）

豊平町農業委員会

※　昭和47年4月1日政令指定都市移行に伴い、
　中央区を除く6区に農業委員会を設置

札幌市農業委員会

（昭和26年７月20日）

琴似町農業委員会

（昭和26年７月20日）

（昭和26年７月20日）

札幌市農業委員会

（昭和59年6月29日）

（昭和26年７月20日）

豊平区農業委員会
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(4)　委員名簿

第14期　農業委員（令和7年10月現在　欠員1名）

任期　令和5年6月24日～令和8年6月23日

氏 　 　名 備     　 考

生  野　 隆  雄

山  本　 和  夫

藤  井　　徹

大  西　 智  樹

熊  木　 基  雄

上  山　 雅  彦

千  葉　 悦  子

氏  家　 正  喜

平  佐　 雅  勝

橋　場　 和　実

吉　田　 長　幸

第３期　農地利用最適化推進委員

任期　令和5年6月26日～令和8年6月23日

氏 　 　名 備     　 考

近  藤　 克  宜

第１地区（北区）
澤  田　 喜  幸

宮　本　　栄

山　内　 浩　幸

大  作　 淳  史

第２地区（東区）北  嶋　　茂

遠　山　　覚

稲  野  邉 　努 第３地区
（白石区・厚別区・豊平区・清田区）松  下 　秀  彰

浅　井　　聡

第４地区（南区）
伊  達　 寛  記

中  田　 浩  二

畑　中　 伸　一

岡  島 　日  登  美 第５地区
（中央区・西区・手稲区）川　合　 浩　平

（令和6年5月11日～）副　会　長

（～令和6年5月10日）副　会　長
（令和6年5月11日～）会　　　長

（～令和6年5月10日）会　　　長
令和6年5月31日委員辞任
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(5)　令和６年度予算・決算及び令和７年度予算

歳　　入

項目 令和６年度　予算 令和６年度　決算 令和７年度　予算

経済証明閲覧手数料 1,709,000 1,220,160 1,510,000

農業委員会等活動促進費 4,425,000 4,047,000 4,337,000

農地利用最適化交付金 59,000 59,070 59,000

農業者年金基金業務委託費 824,000 765,900 792,000

合計 7,017,000 6,092,130 6,698,000

歳　　出

項目 令和６年度　予算 令和６年度　決算 令和７年度　予算

報酬 15,586,000 15,168,889 15,688,000

給料 1,800,000 1,982,400 2,033,000

職員手当等 2,448,000 2,202,892 2,661,000

共済費 665,000 663,848 802,000

報償費 25,000 8,200 15,000

旅費 252,000 192,720 369,000

交際費 100,000 0 100,000

需用費 999,000 630,422 1,012,000

役務費 96,000 106,650 96,000

委託料 864,000 954,046 829,000

使用料及び賃借料 2,172,000 1,980,195 1,838,000

備品購入費 100,000 0 100,000

負担金、補助及び交付金 506,000 488,437 505,000

合計 25,613,000 24,378,699 26,048,000

(円) (円)

(円) (円)

※事務局職員の給与は含まない
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３　活動状況

(1)　総会(令和６年４月～令和７年３月)

(2)　臨時総会

総　会　回　数
計

開　催　日

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2 2 3 1 1 3 1 15

1 1 1 3

2 1 1 1 1 1 7

1 1

3 1 2 2 1 1 4 14

1 1

1 1 2

3 22 15 20 8 11 6 3 11 14 30 143

1 1 2

合　　　　計 7 29 16 26 17 14 7 9 15 18 36 194

6 2 2 3 3 3 1 2 22

7 2 10 15 5 7 6 2 7 2 7 70

3 2 1 1 1 1 4 1 14

1 1

2 1 1 4

1 2 5 3 4 2 1 7 5 3 33

24 33 44 29 39 33 31 32 66 19 16 366

3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 26

1 1 2

1 1

1 1

1 1

合　　　　計 44 41 70 53 53 49 43 45 87 29 27 541

会　　　　場 ① ① ① ① ② ① ① ① ③ ① ①

※会場

①市役所本庁舎18階　第２常任委員会会議室 ②市役所本庁舎地下１階　３号会議室

③市役所本庁舎12階　１号会議室

開催年月日 回　数 付議件数 議　　題 開催場所

R6.5.10
第14期
第１回

２件

　・農業委員会委員の辞任につ
　　いて
　・農業委員会会長の辞任につ
　　いて

市役所本庁舎18階
第１常任委員会会議室

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4/25 5/27 7/4 8/6 9/5 10/8 11/6 12/3 2/3 2/27 3/25

議　　　案 件　　数

報　　　告 区　分 件　　数

最適化活動の目標の設定等

目標及び活動の点検・評価

国の農業政策と予算の意見要望の取りまとめ

農林関係税制改正要望意見の取りまとめ

農業委員会事務局規程の改正

農地法３条許可申請

農地法４条許可申請

農地法５条許可申請

農地法５条許可後の計画変更承認申請

現況証明

国等からの土地の現況証明

農業振興地域整備計画の変更

基盤強化法１８条の決定

農政関係の議案

農地法３条の３の届出

農地所有適格法人報告書等の提出

農地法１８条６項の解約の通知

賃借料情報

農地法４条の届出

農地法５条の届出

現況証明 事務局長専決

登記官からの照会 事務局長専決 4

国等からの土地の現況照会 事務局長専決

利用状況調査の結果

利用意向調査の結果

農地法違反の転用事案報告 会長専決

7 



(3)　全体会議

(4)　市内農業事情調査

開催年月日 回　数 付議件数 議　　題 開催場所

R6.10.8
第14期
第２回

協議事項
２件

　・農政部の機構改革について
　・農業委員会の運営について

市役所本庁舎18階
第２常任委員会会議室

開催年月日 視　察　先 参　加　者

R6.7.16

・ＪＡさっぽろ地物市場とれのさと

　（石狩市樽川120-3）

・㈱アド・ワン・ファーム丘珠第４農場

　（東区丘珠町847-6）

・㈱ブルーベリーさっぽろ圃場

　（東区中沼町127-23）

・農業委員　　　　　　　　８名
・農地利用最適化推進委員　９名
・事務局職員　　　　　　　７名
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(5)　令和６年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表

都道府県名： 北海道

農業委員会名： 札幌市農業委員会

※　「Ⅰ　農業委員会の現況」については、別紙様式１の内容を転記

任命・委嘱年月日 令和５年６月24日 任期満了年月日 令和８年６月23日

農業委員 定数 実数

定数 実数 15 15 5

農業委員数 11 11

認定農業者 － 7

－ 0

女性 － 1

40代以下 － 3

中立委員 － 1

経営体数 農業者数(人)

総農家数 627 593 認定農業者 78

農業経営体数 388 女性 273 17

※　直近の「農林業センサス」又
は「農業構造動態調査」に基づ
いて記入

40代以下 36 認定新規就農者 8

※　直近の「農林業センサス」又
は「農業構造動態調査」に基づ
いて記入

農業参入法人 18

集落営農経営

特定農業団体

集落営農組織

※農業委員会調べ

単位:ｈａ

田 畑 計
普通畑 樹園地 牧草畑

耕地面積 177 2,310 2,490

※　直近の「耕地及び作付面積統計」に基づいて記入

担当区域数

Ⅰ　農業委員会の状況（令和６年４月１日現在）

１　農業委員会の現在の体制

　 ２　農家・農地等の概要

農地利用最適化推進委員

認定農業者に
準ずる者

基本構想水準到達者

経営体数（経営体）

基幹的農業従事者数
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Ⅱ　最適化活動の実施状況

　（１）農地の集積

（２）遊休農地の発生防止・解消

　【農業委員会の実績及び点検・評価結果】

１　最適化活動の成果目標

現状
管内の農地面積(A) これまでの集積面積(B) 集積率(B)／(A)

2,490 ha 853.58 ha 34.3

課題
　担い手の高齢化による経営規模縮小や離農が続いているほか、相続による農地の細分化に
より、一体的な農地利用が難しい状況となっている。また、非担い手への集積が増えているた
め、担い手への集積が目標どおり進まない状況が続いている。

②目標

農地の集積の目標年度 令和15 集積率 95 ％

今年度の新規集積面積 152 ha 農地面積(C) 2,490 ha

今年度末の集積面積（累計）(D) 1,006 ha 40.4 ％

※　農地の集積の目標年度及び農地集積率には、設定した目標の根拠とした目標の目標年度及び当該目
標年度における農地集積率を記入

今年度の新規集積面積 -2.29 ha 農地面積(F) 2,490 ha

今年度末の集積面積（累計）(G) 851.29 ha 34.2 ％

目標に対する達成状況(H)／(E) 84.6 ％

農業委員会の
点検結果

　関係機関と連携して集約を進めたが、本市では国が定める「担い手」以外への集積が
多く、新規集積面積、全体の集積面積いずれも目標を下回った。

現状

直近の利用状況調査により判明した遊休農地の状況

１号遊休農地面積
うち緑区分の遊休農地面積 うち黄区分の遊休農地面積

67.31 ha 0 ha 67.31

　本市の遊休農地は、面積や日照、水はけなどの条件がほかの農地に比べて悪いところが多
いほか、黄区分であることから、解消が困難な状況が続いている。
　緑区分の遊休農地がないため、新たな遊休農地を発生させないことを目標とする。

令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積 0 ha

緑区分の遊休農地の解消目標面積(C) - ha

※　緑区分の遊休農地の解消目標は、令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積の５分の１
の面積を記入

※　「現状及び課題」及び「目標」については、別紙様式１の内容を転記

①現状及び課題

％

※1　農地面積は、直近の「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を記入
※2　「農地の集積」は、経営局長通知の別表１に掲げる者への農地の集積をいう
※3　「集積面積」は、局長通知別表１に掲げる者へ集積された農地の面積をいう（以下同じ。）

年度

（目標）今年度末の集積率
(E)=(D)／(C)

③実績

今年度末の集積率
(H)=(G)／(F)

※1　今年度の新規集積面積は、当該年中の集積面積（フロー）を記入
※2　今年度末の集積面積（累計）は、年度末時点の集積面積（ストック）を記入

①現状及び課題

h

②目標
　ア　既存遊休農地の解消
　　ａ　緑区分の遊休農地の解消
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　　ｂ　黄区分の遊休農地の解消

令和３年度の利用状況調査における黄区分の遊休農地 79.68 ha

　必要な調整を行った上で、解消のための工程表を作成する。

　イ　新規発生遊休農地の解消

前年度に新規発生した緑区分の遊休農地の解消目標面積 - ha

今年度の緑区分の遊休農地の解消実績面積(D) - ha

今年度の目標に対する達成状況(D)／(C) - ％

　　ｂ　黄区分の遊休農地の解消

　黄区分の遊休農地の解消の方向性について検討し、解消に向けた取組の内容や
時期を盛り込んだ工程表を策定した。

　イ　新規発生遊休農地の解消

前年度に新規発生した緑区分の遊休農地の解消実績面積 - ha

農地の利用状
況調査

調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

令和６年６月～令和６年９月 令和６年10月～令和６年11月

1号遊休農地
の面積

55.7 ha
うち緑区分の遊休農地 0.0 ha

うち黄区分の遊休農地 55.7 ha

農地の利用意
向調査

調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

令和６年１２月～令和７年１月 令和７年２月～令和７年３月

農業委員会の
点検結果

　遊休農地について、非農地判断のほか、営農再開によって前年度より11.6ha減少した
ことから、一定の解消実績があった。
　また、新たな遊休農地を発生させないという目標を達成することができた。

現状

令和３年度新規参入者 令和４年度新規参入者 令和５年度新規参入者

12 経営体 6 経営体 9 経営体

13.10 ha 12.80 ha 13.11 ha

課題
・農地の売買価格が高く、新規就農者が農地を取得することが難しい。
・農業用水や排水が整備されていない農地が多く、就農希望者の営農条件に合わない。
・都市型農業の利点を活かした新たな就農モデルの確立が必要となっている。

※　現状欄は、直近３年度の新規参入した経営体数と当該経営体に集積した農地面積を記入

権利移動面積
126.51 ha 142.49 ha 127.59 ha 132.20

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で
公表する農地の面積(A)

13.22 ha

※1　過去３年間の権利移動面積は、農地法（昭和27年法律第229号）第３条第１項に基づく許可及び農業経営
基盤強化促進法第19条に基づき公告された農用地利用集積計画による権利移動面積（有償所有権移転（所有
権に基づいて耕作の事業に供していたものに限る。）及び賃借権の設定並びに利用権の設定に限る。）を記入

※2　目標面積は、過去３年度の権利移動面積の平均の１割以上を記入

黄区分の遊休農地の解
消のための工程表の策
定方針

③実績
　ア　既存遊休農地の解消
　　ａ　緑区分の遊休農地の解消

黄区分の遊休農地の解
消に向けた工程表の策
定状況

④その他

①現状及び課題

②目標
令和２年度 令和３年度 令和４年度 平均

ha

（３）新規参入の促進
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③実績

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で
公表した農地の面積（B)

29.58 ha （暫定）

目標に対する達成状況（B)/（A） 223.75 ％

(参考）新規参入者の参入状況
参入経営体数 10 経営体

取得農地面積 23.42 ha

農業委員会の
点検結果

　相続や貸借終了等のタイミングで所有者の意向を確認したほか、農地を自ら耕作できな
いという所有者からの相談が多く寄せられ、目標を達成した。

１人当たりの活動日数 6 日／月

最適化活動を行う
農業委員の人数

- 人

農地利用最適化推進委員の
人数

15 人

①目標

活動強化月間の設定回数 3 回

取組時期 取組項目 強化月間の内容

９月 ①
・地域計画策定に向けた協議の場等への参加
・出し手・受け手の意向把握、情報収集

10月 ②
・推進委員と事務局の対面による農地（遊休農地を含む）の現況の再確認・
今後の方向性などの検討・情報共有

３月 ③
・新規就農フェアへの参加
・新規参入者への貸付等に向けた出し手の意向確認、情報収集

※1　取組項目欄は、①農地の集積、②遊休農地の発生防止・解消、③新規参入の促進のいずれかを記入

※2　強化月間の内容欄は、活動強化月間の具体的な取組の内容を記入

②実績

活動強化月間の設定回数 3 回

取組時期 取組項目 強化月間の結果

11月 ①
　地域計画策定に向けた協議の場等へ参加し、地域計画に対する理解の醸
成に協力した。

10月 ②
　推進委員一人ひとりと事務局職員の対面による打ち合わせを行った。遊休
農地を含む農地の現況を再確認するとともに、今後の方向性を検討し、情報
を共有することができた。

３月 ③ 　新規就農フェアへ参加し、就農希望者への説明を行った。

※　強化月間の結果欄は、強化月間中に行った具体的な取組の内容とその結果生じた効果等の内容を記入

※　参入経営体数は、農地を取得して新たに農業に参入した経営体数を記入

公表URL （その他の公表方法）
https://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/noui/katu
dou_jouhou.html

２　最適化活動の活動目標

（２）活動強化月間の設定

（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目標
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（３）新規参入相談会への参加

目標の達成状況の評語

目標に対して期待を上回る結果が得られた

　【推進委員等の点検・評価結果】

①目標

新規参入相談会への参加回数 1 回

開催時期 令和７年３月（予定） 相談会名 北海道新規就農フェア

参加者数 ２名 開催場所 札幌市内

相談会の内容
　新規就農や農業体験の受入及び各種支援情報の提供など、市町村・地域担い手育成セン
ターによる個別相談の実施

※1　新規参入相談会への参加回数欄は、推進委員等が１名以上参加する相談会の数を記入
　　　（参加者数によらず、１名以上が参加する新規参入相談会ごとに１回とする）

※2　複数の新規参入相談会に参加する場合は、適宜、開催時期以下の欄を追加する

②実績

新規参入相談会への参加回数 1 回

開催時期 令和７年３月 相談会名 北海道新規就農フェア

参加者数 ２名 開催場所 ホテルポールスター札幌

相談会の内容
　新規就農や農業体験の受入、各種支援等に関する情報提供や、市町村・地域担い手育成
センターによる個別相談を実施するフェアに参加。市内での就農希望者等15名に対し、新規
就農者への支援制度や農業の状況等を説明した。

※2　複数の新規参入相談会に参加した場合は、適宜、開催時期以下の欄を追加する（評価点欄は追加しない）

評語 推進委員等の人数

目標に対し期待を大幅に上回る結果が得られた -

目標に対し期待を上回る結果が得られた １人

目標に対して期待どおりの結果が得られた ７人

目標に対して期待を（やや）下回る結果となった ７人

※　別表に基づいて成果目標及び活動目標の各目標の達成状況に対する評語ごとの該当する推進委員等の人数を記入

※1　新規参入相談会への参加回数欄は、推進委員等が１名以上参加した相談会の数を記入
　　　（参加者数によらず、１名以上が参加した新規参入相談会ごとに１回とする）

※　別表に基づいて成果目標及び活動目標の各目標の達成状況に対する評語を記入
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Ⅲ　事務の実施状況

都道府県名 ： 北海道

農業委員会名 ： 札幌市農業委員会

１　総会、部会の開催実績

２　農地法第３条に基づく許可事務

３　農地転用に関する事務（意見を付して知事への送付）

４　違反転用への対応

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考（定例開催以外の理由）

総会 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 会長の辞任（５月）

※　総会又は部会の月ごとの開催回数を記入

１年間の処理件数 15 件 15

処理期間
実施状況 標準処理期間 申請書受理から 30 処理期間（平均） 26 日

総会開催日の公表 公表している　　していない 申請書締切日の公表 公表している　　していない

権限移譲の状況
（当てはまるものに〇）

・農地法第４条第１項の規定に基づく指定市町村に指定

・地方自治法第252条の17の２第１項に基づき市町村長へ事務委任

・地方自治法第180条の２に基づき市町村長から農業委員会へ事務委任

１年間の処理件数 9 件 うち許可相当 9 件 うち不許可相当 0 件

処理期間 標準処理期間 申請書受理から 60 処理期間（平均） 42 日

現　　　　　状

管内の農地面積 年度末時点の違反転用面積

2,490 ha 21.7 ha

違反転用解消のために
実施した活動内容

　違反転用の早期発見・未然防止のために、6月から9月の20日間に農地パトロールを実施し
た。

実　　　 　 績 違反転用解消面積 0.0 ha

※1　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入

※2　違反転用面積は、管内で農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定に違反して転用されている農地の
　　面積を記入

※3　活動内容は、違反転用の解消や早期発見･未然防止のために何月に何日何を行ったのか等について
    具体的に記入

うち許可 件

日

日
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 (6)　令和７年度最適化活動の目標の設定等

都道府県名： 北海道

農業委員会名： 札幌市農業委員会

任命・委嘱年月日 令和５年６月24日 任期満了年月日 令和８年６月23日

農業委員 定数 実数

定数 実数 15 15 5

農業委員数 11 10

認定農業者 － ６

認定農業者に
準ずる者

－ 0

女性 － 1

40代以下 － 1

中立委員 － 1

経営体数 農業者数(人)

総農家数 627 593 認定農業者 76

農業経営体数 388 女性 273 14

※　直近の「農林業センサス」又
は「農業構造動態調査」に基づ
いて記入

40代以下 99 認定新規就農者 8

※　直近の「農林業センサス」又
は「農業構造動態調査」に基づ
いて記入

農業参入法人 17

集落営農経営

特定農業団体

集落営農組織

※農業委員会調べ

単位:ｈａ

田 畑 計
普通畑 樹園地 牧草畑

耕地面積 164 2,320 2,490

※1　直近の「耕地及び作付面積統計」に基づいて記入
※2　四捨五入により各項目と合計値が一致しない場合がある

Ⅰ　農業委員会の状況（令和７年４月１日現在）

１　農業委員会の現在の体制

　 ２　農家・農地等の概要

担当区域数

農地利用最適化推進委員

基本構想水準到達者

経営体数（経営体）

基幹的農業従事者数
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Ⅱ　最適化活動の目標

（２）遊休農地の解消

１　最適化活動の成果目標
　（１）農地の集積

現状
管内の農地面積(A) これまでの集積面積(B) 集積率(B)／(A)

2,490 ha 851.29 ha 34.2

課題
・農業者の高齢化、規模縮小の傾向が続いており、管理・耕作できない農地が増えている
・農地の分散・細分化により一体的な利用が難しく、大規模な集積につながらない

農地の集積の目標年度 令和15 集積率 95 ％

今年度の新規集積面積 170 ha 農地面積(C) 2,490 ha

今年度末の集積面積（累計）(D) 1,021 ha 41.0 ％

※　農地の集積の目標年度及び農地集積率には、設定した目標の根拠とした目標の目標年度及び当該目
標年度における農地集積率を記入

現状

直近の利用状況調査により判明した遊休農地の状況

１号遊休農地面積
うち緑区分の遊休農地面積 うち黄区分の遊休農地面積

55.71 ha 0 ha 55.71

課題
　本市の遊休農地は、面積や日照、水はけなどの条件がほかの農地に比べて悪いところが多
いほか、黄区分であることから、解消が困難な状況が続いている。
　緑区分の遊休農地がないため、新たな遊休農地を発生させないことを目標とする。

令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積 0 ha

緑区分の遊休農地の解消目標面積 - ha

※　緑区分の遊休農地の解消目標は、令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積の５分の１
の面積を記入

令和３年度の利用状況調査における黄区分の遊休農地 79.68 ha

黄区分の遊休農地の解
消のための工程表の策
定方針

　必要な調整を行った上で、解消のための工程表を作成する。

前年度に新規発生した緑区分の遊休農地の解消目標面積 - ha

①現状及び課題

％

※1　農地面積は、直近の「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を記入
※2　「農地の集積」は、経営局長通知の別表１に掲げる者への農地の集積をいう
※3　「集積面積」は、局長通知別表１に掲げる者へ集積された農地の面積をいう（以下同じ。）

②目標

年度

（目標）今年度末の集積率
(E)=(D)／(C)

①現状及び課題

h
a

②目標
　ア　既存遊休農地の解消
　　ａ　緑区分の遊休農地の解消

　　ｂ　黄区分の遊休農地の解消

　イ　新規発生遊休農地の解消
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（３）新規参入の促進

２　最適化活動の活動目標
（１）推進委員等が最適化活動を行う日数目標

（２）活動強化月間の設定目標

（３）新規参入相談会への参加目標

現状

令和４年度新規参入者 令和５年度新規参入者 令和６年度新規参入者

６ 経営体 ９ 経営体 10 経営体

12.80 ha 13.11 ha 23.42 ha

課題
・農地の売買価格が高く、新規就農者が農地を取得することが難しい。
・農業用水や排水が整備されていない農地が多く、就農希望者の営農条件に合わない。
・都市型農業の利点を活かした新たな就農モデルの確立が必要となっている。

権利移動面積
令和3年度 令和4年度 令和５年度 平均

142.49 ha 127.59 ha 157.17 ha 142.42

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表す
る農地の面積

14.24 ha

※1　過去３年間の権利移動面積は、農地法（昭和27年法律第229号）第３条第１項に基づく許可及び農業経営
基盤強化促進法第19条に基づき公告された農用地利用集積計画による権利移動面積（有償所有権移転（所有
権に基づいて耕作の事業に供していたものに限る。）及び賃借権の設定並びに利用権の設定に限る。）を記入

※2　目標面積は、過去３年度の権利移動面積の平均の１割以上を記入

１人当たりの活動日数 6 日／月
― 人

15 人

活動強化月間の設定回数 3 回

取組時期 取組項目 強化月間の内容

９月 ① ・出し手・受け手の意向把握、情報収集

10月 ②
・推進委員と事務局の対面による農地（遊休農地を含む）の現況の再確認・
今後の方向性などの検討・情報共有

３月 ③
・新規就農フェアへの参加
・新規参入者への貸付等に向けた出し手の意向確認、情報収集

※1　取組項目欄は、①農地の集積、②遊休農地の解消、③新規参入の促進のいずかを記入

※2　強化月間の内容欄は、活動強化月間の具体的な取組の内容を記入

新規参入相談会への参加回数 1 回

開催時期 令和８年３月（予定） 相談会名 北海道新規就農フェア

参加者数 ２名 開催場所 札幌市内

相談会の内容
　新規就農や農業体験の受入及び各種支援情報の提供など、市町村・地域担い手育成セン
ターによる個別相談の実施

※　新規参入相談会への参加回数欄は、推進委員等が１名以上参加する相談会の数を記入
　　　（参加者数によらず、１名以上が参加する新規参入相談会ごとに１回とする）

①現状及び課題

※　現状欄は、直近３年度の新規参入した経営体数と当該経営体の経営面積の合計の農地面積を記入

②目標

ha

最適化活動を行う
農業委員の人数

農地利用最適化推進委員の
人数

17 



４　農地関係処理状況

(1)　農地法第３条・第３条の３の規定による権利移動等

①　件数及び面積調 （令和6年4月～令和7年3月）

種別

区

②　事由別調 （令和6年4月～令和7年3月）

種別

区 件数 件数 件数 件数

― ― ― ―

2 ― 3 5

3 ― 5 8

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― 1 1

― ― 1 1

8 1 5 14

― ― 1 1

1 ― 1 2

14 1 17 32

届　出

贈　与 相　続 計

計

2,874

140,087

件数

経営拡大

許　可

15

―

23,724

33,822

―

―

面 積(㎡) 件数 面 積(㎡)

―

―

3

5

―

5

8

―

82,089

81,464

北

東

白　石

厚　別

西

面 積(㎡)

中　央

件数

―

2

3

―

―

―

79,667

―

―

―

―

9

―

―

58,365

47,642

―

34,174

4,848

5,655

162,970

5

1

―

―

5,232

8,529

303,057

―

7,054

113,841

4,848

白　石

厚　別

―

1

1

2

3217

1

―

7,054

5,2321

―

1

手　稲

合　計

1

1

14

―

豊　平

清　田

南

合　計

面 積(㎡) 面 積(㎡) 面 積(㎡) 面 積(㎡)

23,724

―

70,671

131,091

―

―

―

8,996

58,365

47,642

―

豊　平

清　田

南

西

手　稲

中　央

北

東

―

303,057

81,464

―

―

7,054

5,232

113,841

4,848

8,529

82,089

―

―

―

―

8,996

―

―

―

33,822

―

―

―

―

7,054

5,232

34,174

5,655

162,970

4,848―

2,874
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③　年度別処理件数の推移

26 34 27 28 32

2 4 4 1

― 5 9 14

4 4 1 1

― 1 ― ―

― 1 ― 1

南

西

手　稲

合　計

12 8 9 5

4 7 3

　　　　年度

　区

中　央

北

東

白　石

厚　別

豊　平

清　田

8

2 1

10

令和２年度 ３ 年 度 ４ 年 度 ６ 年 度

― ― ― ―

５ 年 度

―

7

―

―

1

4

4

1

12 3 1 2

― ―

0

5

10

15

20

25

30

35

40

令和２年度 ３ 年 度 ４ 年 度 ５ 年 度 ６ 年 度
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(2)　農地法第４条・第５条の規定による転用

①　届出・許可別件数及び面積調

②　届出種別件数及び面積調

（令和6年4月～令和7年3月）

条・区分 4　　　　　条 5　　　　　条 計

届　　出 許　　可 届　　出 許　　可 届　　出 許　　可

区

中　央 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

北 1 373 1 592 5 12,505 ― ― 6 12,878 1 592

東 ― ― ― ― 10 19,354 3 4,862 10 19,354 3 4,862

白　石 ― ― ― ― 9 7,030 3 69,318 9 7,030 3 69,318

厚　別 ― ― ― ― 1 461 ― ― 1 461 ― ―

豊　平 1 305 ― ― 3 5,706 ― ― 4 6,011 ― ―

清　田 1 2,331 ― ― 1 1,879 ― ― 2 4,210 ― ―

南 ― 1 222 1 3,347 ― ― 1 3,347 1 222

西 1 1,699 ― ― 5 5,186 ― ― 6 6,885 ― ―

手　稲 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合　　計 4 4,708 2 814 35 55,467 6 74,180 39 60,175 8 74,994

※面積は、項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。

（令和6年4月～令和7年3月）

種別 宅地造成 住宅 倉庫 その他 計

区・条

中　央
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

北
4条 ― ― 1 373 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 373

5条 4 11,360 1 1,145 ― ― ― ― ― ― ― ― 5 12,505

東
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5条 ― ― 4 681 5 13,544 ― ― ― ― 1 5,129 10 19,354

白　石
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5条 1 459 2 339 3 2,167 1 2,822 1 1,069 1 174 9 7,030

厚　別
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5条 ― ― 1 461 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 461

豊　平
4条 ― ― 1 305 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 305

5条 1 4,696 ― ― ― ― ― ― 1 770 1 240 3 5,706

清　田
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 2,331 ― ― 1 2,331

5条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1,879 1 1,879

南
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 3,347 1 3,347

西
4条 ― ― 1 1,699 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 1,699

5条 1 401 1 1,699 1 2,031 ― ― 1 142 1 913 5 5,186

手　稲
4条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小　計
4条 ― ― 3 2,377 ― ― ― ― 1 2,331 ― ― 4 4,708

5条 7 16,916 9 4,325 9 17,742 1 2,822 3 1,981 6 11,682 35 55,467

合　　計 7 16,916 12 6,701 9 17,742 1 2,822 4 4,312 6 11,682 39 60,175

※面積は、項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。

件数 件数 件数 件数 件数 件数

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡)

面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡) 面積(㎡)

事務所・店舗
駐車場・
資材置場
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③　許可種別件数及び面積調

●　４条許可

区 種　別 件　数 面　積（㎡）

北 農家住宅 1 592

南 農家住宅 1 222

合　計 2 814

●　５条許可

区 種　別 件　数 面　積（㎡）

北 地質調査 1 255

北 駐車場 1 1,416

北 蓄電所 1 3,191

東 流通業務施設 1 41,160

東 スポーツ施設 1 17,921

東 駐車場 1 10,237

合　計 6 74,180

※面積は、項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。

（令和6年4月～令和7年3月）

（令和6年4月～令和7年3月）
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④　年度別処理件数調

年度

区

― ― 　― 　― 　―

9 26 19 12 7

17 17 16 11 13

6 14 11 5 12

2 1 3 1 1

1 1 1 2 4

― 3 2 3 2

8 6 13 5 2

12 7 8 8 6

2 2 4 2 ―

57 77 77 49 47

厚　別

豊　平

清　田

南

西

手　稲

合　計

令和2年度 3　年　度 4　年　度 5　年　度 6　年　度

中　央

北

東

白　石

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

令和2年度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度
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(3)　現況証明等

①  処理件数及び面積調 （令和6年4月～令和7年3月）

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

市街化区域

調整区域

　　　　　　 区分

　区・区域

現　況　証　明 登記官等からの照会 合　　計

件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡)

中　央
9 4,428 ― ― 9 4,428

1 198 ― ― 1 198

北
54 40,024 4 1,262 58 41,286

19 17,068 3 18,988 22 36,056

東
63 26,303 6 1,403 69 27,706

23 40,729 1 244 24 40,973

白　石
40 28,913 ― ― 40 28,913

10 15,784 2 3,143 12 18,927

厚　別
12 7,415 ― ― 12 7,415

2 4,793 ― ― 2 4,793

豊　平
21 11,648 1 449 22 12,097

― ― ― ― ― ―

清　田
10 41,457 1 11,049 11 52,506

1 2,905 ― ― 1 2,905

南
27 7,804 1 454 28 8,258

20 86,354 1 5,038 21 91,392

西
52 26,909 5 2,545 57 29,454

― ― ― ― ― ―

手　稲
5 1,309 1 198 6 1,507

7 34,919 ― ― 7 34,919

小　計
293 196,211 19 17,360 312 213,571

83 202,750 7 27,413 90 230,163

合　　計 376 398,961 26 44,773 402 443,734

　※　面積は、項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。
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②  項目別面積調 （令和6年4月～令和7年3月）

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

現況証明

登記官等照会

　　　　　　　　　項目

　区・区分

農　地
(㎡)

非農地
(㎡)

農地及び
非農地
(㎡)

合　計
(㎡)

中　央
― 4,626 ― 4,626

― ― ― ―

北
― 57,092 ― 57,092

18,540 1,710 ― 20,250

東
― 67,033 ― 67,033

― 1,647 ― 1,647

白　石
― 44,698 ― 44,698

― 3,143 ― 3,143

厚　別
― 12,208 ― 12,208

― ― ― ―

豊　平
― 11,648 ― 11,648

― 449 ― 449

清　田
― 44,362 ― 44,362

― 11,049 ― 11,049

南
― 94,158 ― 94,158

― 5,492 ― 5,492

西
― 26,909 ― 26,909

― 2,545 ― 2,545

手　稲
9,520 26,708 ― 36,228

― 198 ― 198

合　計
9,520 389,441 ― 398,961

18,540 26,233 ― 44,773

　※　項目ごとに小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。
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③　年度別処理件数調

現 況 証 明 9 8 9 7 10

登記官等照会 ― 1 ― ― ―

現 況 証 明 102 124 100 86 73

登記官等照会 12 13 5 5 7

現 況 証 明 90 104 114 99 86

登記官等照会 2 5 6 6 7

現 況 証 明 57 62 64 63 50

登記官等照会 2 3 4 2 2

現 況 証 明 13 15 17 14 14

登記官等照会 ― ― ― 3 ―

現 況 証 明 26 22 27 20 21

登記官等照会 1 2 ― ― 1

現 況 証 明 20 17 18 9 11

登記官等照会 1 2 1 2 1

現 況 証 明 55 54 72 42 47

登記官等照会 2 2 1 2 2

現 況 証 明 52 81 65 56 52

登記官等照会 1 2 2 ― 5

現 況 証 明 25 21 17 17 12

登記官等照会 ― 1 1 3 1

現 況 証 明 449 508 503 413 376

登記官等照会 21 31 20 23 26

令和 2年度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 6 年 度

中　央

北

東

白　石

厚　別

豊　平

清　田

南

西

手　稲

合　計

　　　　　　　　　 年度

　区・区分
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(4)　農業経営基盤強化促進事業関係

①　農用地利用集積計画

　　

②　令和７年３月末日で継続中の農用地利用集積計画

　　

　※　所有権移転は昭和59年度からの累計

（令和6年4月～令和7年3月実績）

項目

　区

項目

　区

所有権移転 賃借権設定 使用貸借権設定 合　計

件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡） 件数 面積（㎡）

中　央 － － － － － － － －

北 － － 55 818,908 6 87,889 61 906,797

東 3 65,690 53 865,154 2 44,506 58 975,350

白　石 － － － － － － － －

厚　別 － － － － － － － －

豊　平 － － － － － － － －

清　田 － － 2 27,905 － － 2 27,905

南 － － 8 61,032 1 4,935 9 65,967

西 － － 1 1,835 － － 1 1,835

手　稲 － － 9 109,242 3 15,111 12 124,353

合　計 3 65,690 128 1,884,076 12 152,441 143 2,102,207

賃借権設定 使用貸借権設定 合　計 所有権移転

筆数 面積（㎡） 筆数 面積（㎡） 筆数 面積（㎡） 件数 面積（㎡）

中　央 3 5,519 － － 3 5,519 － －

北 394 2,077,836 45 257,364 439 2,335,200 77 1,273,498

東 248 1,709,086 39 234,546 287 1,943,632 43 408,338

白　石 1 11,342 3 5,811 4 17,153 － －

厚　別 － － － － － － － －

豊　平 － － － － － － － －

清　田 16 50,952 4 4,515 20 55,467 16 93,534

南 75 243,905 3 10,604 78 254,509 9 65,119

西 5 19,214 － － 5 19,214 1 23,302

手　稲 30 162,263 10 49,103 40 211,366 6 68,426

合　計 772 4,280,117 104 561,942 876 4,842,059 152 1,932,217
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(5)　国有農地関係

(6)　諸証明処理件数

①　貸付件数及び面積

農　耕　貸　付 転　用　貸　付 合　　計

件 数 面 積（㎡） 件 数 面 積（㎡） 件 数 面 積（㎡）

中　央   ―         ― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

北 　― 　　　　― ―     ― 　― 　　　　―

東 2 3,470 ―     ― 2 3,470

白　石 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

厚　別 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

豊　平 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

清　田 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

南 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

西 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

手　稲 　― 　　　　― 　― 　　　　― 　― 　　　　―

合　計 2 3,470 　― 　　　　― 2 3,470

種別 耕　作
証　明

買受適格
証　明

経　営
証　明

合　　計
区

中　央 ― ― 1 ― 1

北 2 ― 11 2 15

東 ― ― 1 ― 1

白　石 ― ― ― ― ―

厚　別 ― ― ― ― ―

豊　平 2 ― ― 1 3

清　田 ― ― ― 1 1

南 ― ― 2 ― 2

西 ― ― ― ― ―

手　稲 ― ― ― ― ―

市　外 ― 1 ― 1

合　計 4 ― 16 4 24

（令和7年3月末現在）

（令和6年4月～令和7年3月）

　※　区の区分は、証明申請人の住所地による。

　※　耕作証明・買受適格証明は手数料を徴しない。

種別

区

租税特別
措置法関係

証　明
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(7)　農業者年金事業関係
①　加入者の状況　　　　 　　　　　（令和７年７月末現在）

　　　種別

区

被　保　険　者

政策支援加入者

中　央 － －

北 ３ ―

東 － －

白　石 － －

厚　別 － －

豊　平 １ １

清　田 １ －

南 － －

西 １ －

手　稲 １ －

合　計 ７ １

②　受給権者の状況

（旧年金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　（令和７年７月末現在）

年金

種別

老齢年金

のみ

経営移譲

年金のみ

老齢年金と

経営移譲

年金の併給

特例老齢

年金
合　計

受給権

者数
248 157 65 7 477

（新年金）

年金

種別

老齢年金

のみ

老齢年金と

特例付加

年金の併給

合　計

受給権

者数
103 16 119
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５　賃借料

令和６年１月から同年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準

＜解　説＞農業委員会が地域ごとの賃借料の動向を収集・提供するもので、農地の貸し借りに当たって賃

借料の目安となる。市街化区域内の農地については、近傍類似の適用地域に準じる。

農 地

区 分

平均額(円/10a/年)

データ数 適　　　用　　　地　　　域最高額(円/10a/年)

最低額(円/10a/年)

田

１０，９００
（１０，８００）

４
〔８〕

市内全域１１，２２６

１０，０００

畑
䥹
牧
草
・
飼
料
畑
を
除
く
䥺

東　
　

部

６，２００
（７，５００）

７９
〔187〕

北　区／篠路町太平・篠路町上篠路・篠路町篠路
東　区／栄町・丘珠町・東苗穂町・東雁来町
白石区／東米里
豊平区／市街化調整区域の全域
清田区／市街化調整区域の全域

１２，０００

３，０００

西　
　

部

１１，０００
（１１，８００）

27
〔98〕

中央区／市街化調整区域の全域
南　区／市街化調整区域の全域
西　区／市街化調整区域の全域
手稲区／手稲前田を除く市街化調整区域の全域

１５，２０９

７，５００

平 

野 

部

５，１００
（５，５００）

10
〔102〕

北　区／新川・新琴似町・屯田町・東茨戸・
西茨戸・篠路町拓北・篠路町福移

東　区／中沼町
白石区／東米里を除く市街化調整区域の全域
厚別区／市街化調整区域の全域
手稲区／手稲前田

７，７００

４，５００

牧草・

飼料畑

３，４００
（３，１００）

107
〔227〕 市内全域５，０００

２，８００

●「平均額」は100円未満切り捨て

●（　）内の金額は３年間（令和４年～６年）の平均値

●〔　〕内のデータ数は３年間（令和４年～６年）の合算値
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‭６　条例・規程等‬
‭(1)　札幌市農業委員会の委員等の定数に関する条例‬

‭平成28年３月１日　　‬

‭条 例 第 ２ 号　　‬

‭（趣旨）‬

‭第１条　この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第２項及‬

‭び第18条第２項の規定に基づき、札幌市農業委員会の委員（以下「農業委員」とい‬

‭う。）及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の定数を定めるもの‬

‭とする。‬

‭（農業委員の定数）‬

‭第２条　農業委員の定数は、11人とする。‬

‭（推進委員の定数）‬

‭第３条　推進委員の定数は、15人とする。‬

‭附　則‬

‭（施行期日）‬

‭１　この条例は、平成28年４月１日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律‬

‭（平成27年法律第63号）附則第29条第２項の規定によりなお従前の例により在任する‬

‭ものとされる札幌市農業委員会の委員（選挙による委員に限る。）の全員が退任する‬

‭日の翌日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年４月１日‬

‭から施行する。‬

‭（読替規定）‬

‭２　この条例の施行の日が前項に規定する委員の全員が退任する日の翌日となる場合に‬

‭は、同日の前日までの間は、札幌市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例‬

‭中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する‬

‭等の法律（平成27年法律第63号）第２条の規定による改正前の農業委員会等に関する‬

‭法律」と読み替えるものとする。‬

‭（札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）‬

‭３　札幌市特別職の職員の給与に関する条例（昭和26年条例第28号）の一部を次のよう‬

‭に改正する。‬

‭別表１中‬

‭　　「‬

‭　　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」‬

‭　を‬

‭農業委員会‬ ‭会長‬

‭副会長‬

‭委員‬

‭報酬月額‬ ‭96,000円‬

‭67,000円‬

‭47,000円‬
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‭　　「‬

‭　　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬ ‭　　　‬

‭　‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」‬

‭　に改める。‬

‭（札幌市職員等の旅費に関する条例の一部改正）‬

‭４　札幌市職員等の旅費に関する条例（昭和26年条例第31号）の一部を次のように改正‬

‭する。‬

‭別表１　４の項中「定める者」を「定める者　農地利用最適化推進委員」に改める。‬

‭附　則（令和４年条例第１号）‬

‭この条例は、令和５年６月24日から施行する。‬

‭農業委員会‬ ‭会長‬ ‭報酬月額‬ ‭96,000円‬

‭副会長‬ ‭67,000円‬

‭委員‬ ‭47,000円‬

‭農地利用最適化推進委員‬ ‭報酬月額‬ ‭42,000円‬
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‭(2)　札幌市農業委員会事務処理手数料条例‬

‭昭和26年７月23日　　‬

‭条 例 第 3 2 号　　‬

‭　　題名改正（昭和46年条例第46号、昭和59年条例第36号）‬

‭第１条　本市は、当事者の申出により札幌市農業委員会が特別な事務を処理した場合に‬

‭は、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。‬

‭第２条　前条の手数料の額は別表のとおりとし、その徴収方法については札幌市証明等手‬

‭数料条例の規定を準用する。‬

‭附　則‬

‭１　この条例は、農業委員会成立の日から施行する。‬

‭　２、３　省略‬

‭附　則（昭和41年条例第22号）‬

‭　１　この条例は、公布の日から施行し、昭和41年４月１日から適用する。‬

‭附　則（昭和46年条例第46号）‬

‭　１　この条例は、昭和47年４月１日から適用する。‬

‭　　附　則（昭和51年条例第９号）‬

‭　１　この条例は、昭和51年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。‬

‭２　この条例による改正後の札幌市各区農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は、‬

‭施行日以後の証明等の請求に係るものから適用する。‬

‭　　附　則（昭和55年条例第７号）‬

‭　１　この条例は、昭和55年４月１日から施行する。‬

‭２　この条例による改正後の札幌市各区農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は、‬

‭この条例の施行の日以後の証明等の請求に係る手数料から適用する。‬

‭附　則（昭和59年条例第36号）‬

‭　１　この条例は、昭和59年５月14日から施行する。‬

‭　２～５　省略‬

‭　　（札幌市各区農業委員会事務処理手数料条例の一部改正に伴う経過措置）‬

‭　６　この条例の施行の日から別に市長が定める日までの間は、前項の規定による改正後‬

‭の札幌市農業委員会事務処理手数料条例第１条の規定にかかわらず、同条の規定によ‬

‭り札幌市農業委員会が処理することとなる事務は、市長が処理することとし、同条の‬

‭規定により手数料を徴収するものとする。‬

‭　　（市長が定める日＝昭59規則45で昭和59年６月29日）‬

‭附　則（平成４年条例第14号）‬

‭　１　この条例は、平成４年４月１日から施行する。‬

‭２　この条例による改正後の札幌市農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は､この‬

‭条例の施行の日以後に請求された証明に係る手数料について適用し､同日前に請求さ‬

‭れた証明等に係る手数料については、なお従前の例による。‬

‭附　則（平成８年条例第４号）‬

‭　１　この条例は、平成８年４月１日から施行する。‬
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‭２　この条例による改正後の札幌市農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は､この‬

‭条例の施行の日以後に請求された証明に係る手数料について適用し､同日前に請求さ‬

‭れた証明に係る手数料については、なお従前の例による。‬

‭　附　則（平成８年条例第４号）‬

‭　１　この条例は、平成８年４月１日から施行する。‬

‭２　この条例による改正後の札幌市農業委員会事務処理手数料条例別表の規定は､この‬

‭条例の施行の日以後に請求された証明に係る手数料について適用し､同日前に請求さ‬

‭れた証明に係る手数料については、なお従前の例による。‬

‭別表‬

‭種　別‬ ‭単　位‬ ‭金　額‬ ‭摘　要‬

‭現況証明書交付手数料‬ ‭１筆につき‬ ‭2,100　円　‬ ‭再交付の場合は800円‬

‭経営証明書交付手数料‬ ‭１件につき‬ ‭2,100　円　‬

‭その他の証明書交付手数料‬ ‭１件につき‬ ‭1,400　円　‬
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(4)　札幌市農業委員会事務局規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　昭和５９年６月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農業委員会告示第２号
　　　

　
最終改正　令和７年３月農業委員会告示第４号

　目　次
　　第　１　章　　総　則（第１条）

　　第　２　章　　組　織（第２条－第６条）

　　第　３　章　　処　務（第７条－第16条）

　　第　４　章　　公　印（第17条・第18条）

　　第　５　章　　補　則（第19条）

　　附　　　則
　　　

第１章　総則

（趣旨）

第１条　この規程は、別に定めるものを除くほか、札幌市農業委員会（以下「委員

会」という。）の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第２章　組織

（事務局の設置）

第２条　委員会の権限に属する事務を処理するため、札幌市農業委員会事務局（以下

「事務局」という。）を置く。

（組織及び事務分掌）

第３条　事務局の組織は、次のとおりとする。

振興係

農地係

２　事務局の事務分掌は、別表１のとおりとする。

（事務局長等）

第４条　事務局に長及び次長を、係に長を置く。

２　事務局に主幹、担当係長、副主幹又は主査を、事務局又は係に主任その他必要な

職員を置くことができる。

３　職員の職名は、次のとおりとする。

(１)　事務職員

(２)　技術職員

(３)　技能職員

（充てる職員）

第４条の２　事務局長は、経済観光局農政部長をもって充てる。

２　次長は、経済観光局農政部農政課農業委員会担当課長をもって充てる。

３　主幹は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する主幹を

もって充てる。
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４　振興係長は、経済観光局農政部農政課振興担当係長をもって充てる。

５　農地係長は、経済観光局農政部農政課農地担当係長をもって充てる。

６　担当係長は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する担当

係長（前２項に掲げる者を除く。）をもって充てる。

７　副主幹は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する副主幹

をもって充てる。

８　主査は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する主査を

もって充てる。

９　主任は、経済観光局農政部農政課の農業委員会に関する事務を担当する主任を

もって充てる。

10　前条第２項に定めるその他必要な職員は、経済観光局農政部農政課の農業委員会

に関する事務を担当する職員（前各項に掲げる者を除く。）をもって充てる。

（職務）

第５条　事務局長は、委員会の会長（以下「会長」という。）の命を受け事務局の事

務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

２　次長及び係長は、上司の命を受け、その所管する事務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。

３　主幹及び担当係長は、上司の命を受け、その分担する事務を掌理し、その事務に

従事する職員を指揮監督する。

４　副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹

又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故がある

ときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。

５　主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、第４条第２項に定める

その他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

６　主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は事務局長が定める。

（代決）

第６条　事務局長に事故があるときは、次長（主幹が分担する事務にあっては、当該

主幹）がその事務を代決する。

２　次長又は主幹に事故があるときは、主務の係長又は担当係長がこれを代決し、主

務の係長又は担当係長にも事故があるときは、あらかじめ次長又は主幹の定める順

序によって、他の係長若しくは担当係長又は副主幹若しくは主査がこれを代決す

る。

３　前条第４項ただし書の規定によるもののほか、係長又は担当係長に事故があると

きは、上席の係員が順次これを代理する。

第３章　処務

（専決）

第７条　事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(１)　係長及びこれに準ずる者以下の職員の宿泊を伴う出張の命令

(２)　次長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
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(３)　農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 19条第６項の規定によ

る意見聴取のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する意見の提出

(４)　農地法（昭和27年法律第 229号）第３条第１項第 13号、第３条の３、第４条

第１項第７号、第５条第１項第６号及び第 18条第１項第４号の規定による届出の

処理に関すること。

(５)　諸証明の発行（現況証明については、別に委員会で定めた基準に該当するもの

に限る。）

(６)　登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目の変更登記に係る登記官

からの照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答

(７)　国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会のうち、別に委員会で定め

た基準に該当するものに対する回答

(８)　不動産の登記嘱託 

２　次長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(１)　係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令

(２)　所属職員（係長及びこれに準ずる者以上の職員を除く。）の宿泊を伴わない出

張（市内の地域への出張を除く。）の命令

(３)　時間外勤務及び休日勤務の命令

(４)　農業者年金事務の処理に関すること。

３　係長及び担当係長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(１)　所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令

(２)　閲覧の許可

(３)　定例の調査統計類の作成及び報告

(４)　軽易な照会、回答及び資料収集

(５)　会議室、共用車、市外電話等の使用申込み及びバス券、チケット等の保管交付

４　事務局長は、第１項の規定により専決した事務のうち、同項第３号から第７号ま

での事務（同項第５号の事務にあっては、現況証明の発行に関するものに限る。）

については、総会に報告しなければならない。

（文書件名簿）

第８条　事務局に文書件名簿（様式１）を置く。

２　前項のほか次長において必要と認めるときは、文書取扱いに関する帳簿を設ける

ことができる。

（公文書の記号及び番号）

第９条　文書件名簿に登載する公文書には、記号及び番号を付さなければならない。

２　公文書の記号は、「札農委」を用いるものとする。

３　公文書の番号は、４月１日から翌年３月 31日まで一連番号によるものとする。

この場合、同一事件に係る公文書については、その事件が完結するまで同一の番号

を用いることができる。

（到達した文書の処理）

第10条　到達した文書は、次に掲げるところにより処理する。

(１)　収受文書（親展文書その他開封することが不適当であると認められるものを除

42 



く。）は、振興係が開封し、収受文書のうち公文書については、札幌市農業委員会

事務局受付日付印（様式２）を押し（文書管理システムを利用して収受した場合を

除く。）、文書件名簿に登載するとともに、次長の閲覧に供さなければならない。

(２)　前号の規定にかかわらず、農業者年金関係の諸届書等については、札幌市農業

委員会農業者年金基金業務受託機関受付日付印（様式３）を押し、処理簿（様式

４）に登載する。

(３)　特に重要かつ緊急を要すると認められるものは、上司に報告してその指揮を受

けなければならない。

(４)　現金、金券その他これに類するものを添付した文書は、文書件名簿にその旨を

記載の上、証印を徴しなければならない。

(５)　書留文書は、書留文書配布簿に記載して、特に受渡しを明らかにしておかなけ

ればならない。

２　収受した文書は、次長が速やかに担当者及び処理期限を定め、遅滞なくこれを処

理しなければならない。

（申請等の処理）

第11条　法令等に基づく申請、届出及び証明願の処理をするため、主務係に次の帳

簿を備え付け、その処理の経過を明らかにしなければならない。

(１)　申請等処理簿（様式５）

(２)　証明願処理簿（様式６）

（決裁区分）

第12条　起案文書には、決裁区分欄に次の区分により、会長、事務局長、次長及び

係の区別をしなければならない。

会長　会長の決裁を受けるもの

事務局長　事務局長の決裁を受けるもの

次長　次長の決裁を受けるもの

係　係長又は担当係長の決裁を受けるもの

（公文書の発送）

第13条　発送する公文書は、委員会名又は会長名をもって行う。ただし、軽易な事

項については、事務局長名又は次長名をもって行うことができる。

（簿冊等の保存）

第 14条　簿冊等（札幌市公文書管理条例（平成 24年条例第 31号）第５条第２項に

規定する簿冊等をいう。以下同じ。）の保存期間は、簿冊（同条第５項第１項に規

定する簿冊をいう。以下同じ。）にまとめられた公文書の内容（単独で管理する公

文書にあっては、その内容）に応じ、別表２のとおりとする。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簿冊等の保存期間は、当該各号に定

める期間とする。

(１)　法令等に保存期間の定めのある公文書若しくは時効が完成するまでの間証拠と

して保存する必要がある公文書又はこれらがまとめられた簿冊　当該法令等に定め

る期間又は当該時効の期間を考慮して次長が定める期間

(２)　軽易な公文書であって１年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれら
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がまとめられた簿冊　当該簿冊等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると

次長が認める期間

３　保存期間は、その完結日の属する年度の翌年度の４月１日から起算する。

（公文書の公開）

第 15条　札幌市情報公開条例（平成 11年条例第 41号）の規定による農業委員会が

管理する公文書の公開に係る事務については、市長が管理する公文書の公開に係る

事務の処理の例に準じて処理するものとする。

（個人情報等の取扱い）

第16条　事務局における個人情報等（個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律

第 57 号）第２条第１項に規定する個人情報、同条第５項に規定する仮名加工情

報、同法第121条第２項に規定する行政機関等匿名加工情報等及び同法第 123条第

1項に規定する匿名加工情報をいう。以下同じ。）の取扱いについては、別に定め

るものを除くほか、市長における個人情報等の取扱いの例による。

第４章　公印

（公印の名称等）

第17条　事務局における公印の名称、ひな型、寸法、書体及び箇数は、別表３のと

おりとする。

（公印の管理）

第18条　公印管理責任者は、事務局長をもって充てる。

２　その他公印の管理については、札幌市公印取扱規程（昭和 31年訓令第２号）の

例による。

第５章　補則

（市の例）

第19条　この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、服務及び物品

の取扱いについては、市の関係規程の例による。

附　則

この規程は、昭和59年６月30日から施行する。

附　則（昭和61年（農）告示第９号）～附　則（令和６年（農）告示第４号 ）

省略

附　則（令和７年（農）告示第４号）

１　この規程は、公布の日から施行する。

２　農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則

第５条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５条の規定によ

る改正前の農地法（昭和２７年法律第２２９号）第１８条第１項第５号の規定によ

る届出の処理については、改正後の第７条第１項の規定にかかわらず、札幌市農業

委員会事務局の長が専決することができる。
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　　別　表　１（第３条関係）

事　　　　　務　　　　　分　　　　　掌

(１)　総会に関すること。

(２)　庶務に関すること。

(３)　公用車の管理に関すること。

(４)　農業者年金基金の業務に関すること。

(５)　農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(６)　農業経営の合理化に関すること。

(７)　農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(８)　農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(９)　農地法、土地改良法等に関すること。

(10)　諸証明及び閲覧に関すること。

(11)　国又は地方公共団体からの土地の現況に係る照会に関すること。

(12)　新規就農及び農地所有適格法人に関すること。

(13)　農地台帳に関すること。

別　表　２

保　存　期　間 該　　当　　す　　る　　文　　書

 
 ３０年 (１)　委員会の設置及び組織に関する公文書

(２)　規程の制定改廃に関する公文書

(３)　農地改革史の資料となる公文書

(４)　総会の会議録

(５)　自作農創設に関する公文書

(６)　農地の賃貸借契約に関する公文書

(７)　次に掲げる公文書であって、10年を超えて業務に

使用する必要があるもの

ア　告示その他の例規の制定改廃に関する公文書

（第２号に該当するものを除く。）

イ　国等からの法令に係る通知等に関する公文書

ウ　訴訟及び審査請求に関する公文書

エ　交換分合に関する公文書

(８)　その他10年を超えて業務に使用する必要があると

認める公文書
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１０年

 
 

(１)　告示その他の例規の制定改廃に関する公文書

（30年の欄第７号に該当するものを除く。）

(２)　会長の事務の引継ぎに関する公文書

(３)　法規により処分したものに関する公文書

(４)　申請等処理簿及び証明願処理簿

(５)　利用関係の調整に関する公文書

(６)　訴訟及び審査請求に関する公文書であって、

５年を超えて業務に使用する必要があるもの

（30年の欄第７号に該当するものを除く。）

(７)　その他５年を超えて業務に使用する必要があると

認める公文書（30年の欄に該当するものを除く。）

５年 (１)　会計経理に関する公文書

(２)　その他３年を超えて業務に使用する必要があると

認める公文書（30年の欄及び10年の欄に該当する

ものを除く。）

３年 (１)　給与の支払に関する公文書

(２)　常例的事務の執行に必要な公文書

(３)　その他１年を超えて業務に使用する必要があると

認める公文書（30年の欄、10年の欄及び５年の欄に

該当するものを除く。）

１年 (１)　文書の収受並びに公文書の受付及び発送に関する公文書

(２)　軽易な諸願届及び照会に関する公文書

(３)　その他１年を超えて業務に使用する必要がないと

認める公文書

別　表　３（第16条関係）

公印の名称 ひ　　な　　型 書　　体 寸　　法 個　数

札幌市農業委員
会事務局長の印

て　ん　書 方 20 ㎜ １

　※　様式は省略

札 幌 市 農 業

委 員 会 事 務

局 長 之 印
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‭(6)　札幌市特別職の職員の給与に関する条例（抜粋）‬

‭昭和26年７月21日　　‬

‭条 例 第 28 号　　‬

‭　（趣旨）‬

‭第１条　この条例は本市の公務員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の特別‬

‭職に属する者のうち次の各号に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し‬

‭必要な事項を定めるものとする。‬

‭　⑴　市長、副市長、地方公営企業管理者及び教育委員会の教育長‬

‭　⑵　教育委員会、市選挙管理委員会、区選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会及び‬

‭固定資産評価審査委員会の各委員並びに監査委員‬

‭　⑶　その他別表に掲げる者‬

‭（特別職の職員の給与）‬

‭第２条　前条各１号に掲げる者並びに同条第２号に掲げる人事委員会委員及び監査委員の‬

‭うち常勤のものには給料を、その他の者には給料又は報酬を支給する。‬

‭２　前項の給料及び報酬の額は、別表に掲げるところによる。‬

‭別表‬

‭農業委員会‬ ‭会長‬ ‭報酬月額‬
‭96,000　円‬

‭副会長‬
‭67,000　円‬

‭委員‬
‭47,000　円‬

‭農地利用最適化推進委員‬ ‭報酬月額‬
‭42,000　円‬
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７　関係団体一覧表

(1)　札幌市農業協同組合（札幌市内の本支店） （令和７年９月１日現在）

名　称 所　　　在　　　地 代　表　電　話

本店
〒060-0010
　札幌市中央区北10条西24丁目1番10号

011-621-1311

中央支店
〒060-0004
　札幌市中央区北4条西1丁目1番地

011-251-2077

篠路支店
〒002-8023
　札幌市北区篠路3条10丁目1番1号

011-771-2111

新琴似支店
〒001-0908
　札幌市北区新琴似8条1丁目1番36号

011-726-0111

北札幌支店
〒065-0013
　札幌市東区北13条東16丁目2番1号

011-781-4121

白石支店
〒003-0029
　札幌市白石区平和通2丁目北4番26号

011-861-0333

厚別支店
〒004-0055
　札幌市厚別区厚別中央5条3丁目1番20号

011-891-2111

平岸支店
〒062-0932
　札幌市豊平区平岸2条9丁目2番15号

011-831-1156

清田支店
〒004-0831
　札幌市清田区真栄1条1丁目1番17号

011-881-2855

南支店
〒005-0842
　札幌市南区石山2条9丁目7番88号

011-591-4111

琴似支店
〒063-0861
　札幌市西区八軒1条東1丁目5番11号

011-611-4261

西町支店
〒063-0061
　札幌市西区西町北6丁目1番10号

011-661-3485

手稲支店
〒006-0811
　札幌市手稲区前田1条10丁目3番20号

011-681-3101
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(2)　その他の関係機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年９月１日現在）

名　　称 所　在　地 代表電話

農林水産省
北海道農政事務所

〒064-8518

011-330-8800　札幌市中央区南22条西6丁目2-22

北海道
農政部

〒060-8588

011-231-4111　札幌市中央区北3条西6丁目

石狩振興局
産業振興部

〒060-8558

011-231-4111　札幌市中央区北3条西7丁目

　道庁別館

石狩農業改良
普及センター
石狩北部支所

〒061-0204

0133-23-2146　当別町若葉17番地

一般社団法人
北海道農業会議

〒060-0005

011-281-6761　札幌市中央区北5条西6丁目1-23

　北海道通信ビル5階

北海道農業再生協議会

〒060-8588

011-206-5434　札幌市中央区北3条西6丁目

北海道農業共済組合

〒060-0004

011-271-7212　札幌市中央区北4条西1丁目1番地

　北農ビル15階

サツラク農業協同組合

〒065-8639

011-721-7301　札幌市東区苗穂町3丁目3番7号

公益財団法人
北海道農業公社

〒060-0005

011-241-7551　札幌市中央区北5条西6丁目1番23号

　北海道通信ビル6階

札幌市
農政部農政課

〒060-8611

011-211-2406　札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市
農政部農業支援課

〒060-8611

011-211-2416　札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市農業再生協議会

〒060-8611

011-211-2416　札幌市中央区北1条西2丁目

（事務局：札幌市農政部農業支援課内）

札幌市
中央卸売市場

〒060-0012

011-611-3111　札幌市中央区北12条西20丁目

（事務局：北海道農政部生産振興局農産振興課調整係内）
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​令和７年１０月発行​

​札幌市農業委員会事務局​

​（札幌市経済観光局農政部農業委員会担当課）​

​〒060-8611　札幌市中央区北１条西２丁目​

​電話（０１１）２１１－３６３６​

​http://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/noui/​

​市政等資料番号　０１－Ｕ０４－２５－２２６８​


